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■
２
０
２
０
年
農
林
業
セ
ン
サ
ス
調
査
員
募
集

　

令
和
２
年
２
月
１
日
に
実
施
さ
れ
る
農

林
業
セ
ン
サ
ス
の
調
査
票
の
配
布
・
回

収
・
点
検
な
ど
を
行
う
統
計
調
査
員
を
募

集
し
ま
す
。

対
象　

次
の
全
て
に
該
当
す
る
人

　

▼
20
歳
以
上
の
市
内
在
住
の
人

　

▼
令
和
２
年
１
月
中
旬
か
ら
２
月
中
旬

　

に
か
け
て
調
査
活
動
が
で
き
る
人

　

▼
調
査
説
明
会
に
出
席
で
き
る
人

　

▼
責
任
を
持
っ
て
調
査
事
務
を
遂
行
し
、

　

調
査
で
知
り
得
た
秘
密
を
守
れ
る
人

　

▼
警
察
、
選
挙
、
税
務
に
直
接
関
係
の

　

な
い
人

　

▼
暴
力
団
員
そ
の
他
の
反
社
会
的
勢
力

　

に
該
当
し
な
い
人
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政
策
財
政
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

市
営
住
宅
（
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
）
入
居
者
募
集

対
象　

次
の
全
て
に
該
当
す
る
人

　

▼
居
住
す
る
た
め
の
住
宅
を
必
要
と
し

　

て
い
る
人
▼
同
居
親
族
が
い
る
人
（
単

身
入
居
不
可
）
▼
世
帯
の
月
平
均
の
所

　

得
が
15
万
８
千
円
〜
25
万
９
千
円
で
あ

　

る
こ
と

募
集
戸
数　

田
屋
団
地
（
木
造
平
屋
建
て

　

８
１
・
８
㎡
）　

１
戸
（
沢
田
字
下
洗
45
）

家
賃　

月
額
３
万
２
千
円

※
敷
金
は
家
賃
の
３
カ
月
分
、
保
証
人
は

　

２
人
必
要
で
す
。

申
し
込
み
方
法　

都
市
整
備
建
築
課
に
備

　

え
付
け
の
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入

　

の
上
、
提
出
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限
８
月
30
日
㈮
※
応
募
者
多
数
時
抽
選

※
世
帯
構
成
に
よ
り
必
要
書
類
が
異
な
る

た
め
、事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
都
市
整
備
建
築
課
☎
51
６
７
３
８

令
和
２
年
４
月
採
用
の
市
職
員
募
集

募
集
職
種
お
よ
び
募
集
人
員

▼
一
般
行
政

　

▽
事
務　

大
卒
程
度
・
高
卒
程
度　

10

　

人
程
度　

▼
社
会
人
枠
（
条
件
有
り
）

　

▽
建
築　

１
級
ま
た
は
２
級
建
築
士
・

　

大
卒
程
度　

若
干
名

身
分　

県
知
事
か
ら
任
命
さ
れ
る
非
常
勤

　

の
公
務
員

※
規
定
に
基
づ
き
報
酬
が
支
払
わ
れ
ま

　

す
。
ま
た
、
統
計
法
で
調
査
に
よ
っ
て

　

知
り
得
た
情
報
の
保
護
が
義
務
付
け
ら

　

れ
て
い
ま
す
。

■
統
計
調
査
員
の
登
録
受
付

　

市
で
は
、
各
種
統
計
調
査
の
調
査
員
登

録
を
随
時
受
け
付
け
し
て
い
ま
す
。
統
計

調
査
に
興
味
が
あ
る
人
は
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

問
政
策
財
政
課（
本
館
３
階
3
番
窓
口
）

　

☎
51
６
７
１
１

▼
消
防　

大
卒
程
度
・
高
卒
程
度　

３
人

　

程
度

第
１
次
試
験　

９
月
22
日
㈰

　
（
会
場　

県
立
十
和
田
工
業
高
校
）

申
込
期
限　

８
月
20
日
㈫

　
（
郵
送
の
場
合
は
、
当
日
の
消
印
有
効
）

※
試
験
案
内
や
受
験
申
込
書
は
総
務
課

　
（
本
館
３
階
2
番
窓
口
）
お
よ
び
本
館

　

１
階
総
合
案
内
に
備
え
付
け
て
い
る
ほ

　

か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン

　

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問
総
務
課

　

☎
51
６
７
０
５

事
業
者
向
け
改
正
消
費
税
説
明
会
を
開
催

し
ま
す

10
月
１
日
か
ら
消
費
税
の
税
率
引
き
上

げ
と
軽
減
税
率
制
度
が
導
入
さ
れ
、
４
年

後
に
は
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
も
実
施
さ
れ
る

こ
と
に
伴
う
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

と
き　

８
月
28
日
㈬　

　

①
午
前
10
時
30
分
〜
11
時
30
分

　

②
午
後
１
時
30
分
〜
２
時
30
分

と
こ
ろ　

十
和
田
奥
入
瀬
合
同
庁
舎
１
階

　

共
用
会
議
室

問
十
和
田
税
務
署　

法
人
課
税
第
一
部
門

　

☎
㉓
３
９
９
７


